
地域における良質な木造建築物の整備の推進 （地域型住宅ブランド化事業の拡充）

１． 施策の目的

木造住宅の多くを供給する中小工務店を中心とした地域の木造住宅・建築物生産体制の強化を緊急に促進することにより 住宅市場

地域における木造住宅の生産体制を強化し、資材供給、設計、施工などの連携体制による良質な木造住宅の整備に対して支援する

木造住宅の多くを供給する中小工務店を中心とした地域の木造住宅・建築物生産体制の強化を緊急に促進することにより、住宅市場

活性化を図る。

２． 施策の概要

「地域型住宅ブランド化事業」を拡充。

拡充（１） 住宅への支援 ・・・・・・・・・・・・ １事業者当たりの補助限度戸数を５戸から10戸に引き上げ

拡充（２） 店舗等の非住宅への支援 ・・・住宅に加え認定低炭素建築物など一定の良質な木造建築物の整備を新たに補助対象に
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※平成26年度補正予算成立を前提とするものであり、変更となる場合があります。


